
 

事  務  連  絡 

令和４年３月 31日 

 

 

地 方 厚 生 （ 支 ） 局 医 療 課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

疑義解釈資料の送付について（その１） 

 

 

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（令和４年厚生労働省告示第 54 号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４年３月

４日保医発 0304 第１号）等により、令和４年４月１日より実施することとしているとこ

ろであるが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添１から別添８までのとおり取り

まとめたので、本事務連絡を確認の上、適切に運用いただくようお願いします。 

なお、これに伴い、「不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて」（令和４年３月 16日

厚生労働省保険局医療課事務連絡）は廃止します。 



  

（別添１）  

医科診療報酬点数表関係  

   

【初診料、外来診療料】  

問４ 新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当

する場合、「新規に対象となる保険医療機関については、届出前３か月間の

実績を有していること」とされているが、紹介割合及び逆紹介割合等の計算

の対象となる期間及び地方厚生（支）局長への報告の時期についてどのよう

に考えればよいか。  

（答）新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当

する場合は、当該保険医療機関となった年度の、連続する少なくとも３か月

の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、翌年度の４月１日までに、

別紙様式 28 により地方厚生（支）局長へ報告すること。なお、当該実績が基

準に達していない場合にあっては、翌年度において、区分番号「Ａ０００」

初診料の注２若しくは注３又は区分番号「Ａ００２」外来診療料の注 

２若しくは注３の所定点数を算定すること。  

  

問５ 紹介割合及び逆紹介割合における初診の患者数、再診の患者数、紹介患者

数、逆紹介患者数及び救急患者数は、延べ人数を使用するのか。  

（答）そのとおり。  

  

問６ 紹介割合及び逆紹介割合における「初診の患者数」は、どのように考えれ

ばよいか。  

（答）初診の患者数とは、区分番号「Ａ０００」初診料の算定の有無に関わら

ず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた患者の

数を指す。  

  

 


